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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第41期

第１四半期累計期間
第42期

第１四半期累計期間
第41期

会計期間
自 平成29年４月１日
至 平成29年６月30日

自 平成30年４月１日
至 平成30年６月30日

自 平成29年４月１日
至 平成30年３月31日

売上高 （千円） 171,593 131,015 834,350

経常利益又は経常損失（△） （千円） △12,693 △36,268 22,731

四半期純損失（△）又は当期純利益 （千円） △13,724 △26,330 38,890

持分法を適用した場合の投資利益 （千円） － － －

資本金 （千円） 500,000 500,000 500,000

発行済株式総数 （千株） 6,284 6,284 6,284

純資産額 （千円） 538,839 565,124 591,454

総資産額 （千円） 772,119 745,438 774,909

１株当たり四半期純損失（△）又は

１株当たり当期純利益
（円） △2.18 △4.19 6.19

潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益
（円） － － －

１株当たり配当額 （円） － － －

自己資本比率 （％） 69.8 75.8 76.3

（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度にかかる主要な経営指標等の推移につい

ては記載しておりません。

２．売上高には、消費税等は含んでおりません。

３．持分法を適用した場合の投資利益については、関連会社がないため、記載しておりません。

４．第41期第１四半期累計期間及び第42期第１四半期累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益について

は、１株当たり四半期純損失であり、また、潜在株式が存在しないため記載しておりません。また、第41期の

潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

 

 

２【事業の内容】

当第１四半期累計期間において、当社が営む事業の内容について、重要な変更はありません。
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

当第１四半期累計期間において、新たに事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載

した事業等のリスクについての重要な変更はありません。

 

 

２【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、当四半期会計期間の末日現在において判断したものであります。

(1）財政状態及び経営成績の状況

当第１四半期累計期間における我が国経済は、企業の設備投資意欲や開発投資意欲は強いものの、原油価格の

上昇に伴う原材料高や人件費の上昇等、投入コストの増大が景況感の重石となるとともに世界的な保護貿易主義

拡大の懸念により景気回復ペースの鈍化が鮮明となりました。

当社が属する情報通信・エレクトロニクス業界におきましては、高機能デバイス向けや車載機器向け半導体需

要は旺盛であったものの、台頭した保護貿易主義の影響を見定めようと、一部企業において製品開発投資の見直

しがなされたため、業況は「踊り場」の様相を呈すこととなりました。

このような事業環境の中で当社は、通信ミドルウェア事業の単一セグメントでの事業形態として、この事業に

経営資源を集中的に投下するとともに、売上規模があっても低収益なビジネスからは撤退を進める等経営基盤の

強化に努めております。この事業ポートフォリオの転換により、現時点では未だ売上高の増加には結びついてい

ませんが、収益面では安定した成長を見せており、利益率の高い「高収益」型の事業モデルへの転換が進みつつ

あります。

さらに、通信ミドルウェア事業の伸ばすべき分野として需要拡大が期待できるEthernetプロトコル製品・映像

ストリーミング製品・FAプロトコル製品・FAアプリケーションパッケージ製品を選択し、それぞれにおいて新た

な製品・技術やサービスの開発と積極的な販売活動を推進しております。

この結果、当第１四半期累計期間の売上高は、1億31百万円（前年同四半期比23.6％減少）となりました。ま

た損益面では、営業損失は36百万円（前年同四半期は営業損失12百万円）、経常損失は36百万円（前年同四半期

は経常損失12百万円）、四半期純損失は26百万円（前年同四半期は四半期純損失13百万円）となりました。

当第１四半期会計期間末における総資産は、7億45百万円となり、前事業年度末に比べ29百万円減少いたしま

した。これは主に、現金及び預金の増加82百万円、前払費用の増加27百万円、繰延税金資産の増加10百万円が

あったものの、受取手形及び売掛金の減少1億54百万円等によるものであります。

負債の部は、1億80百万円となり、前事業年度末に比べ3百万円減少いたしました。これは主に、前受収益の増

加29百万円があったものの、買掛金の減少19百万円、賞与引当金の減少18百万円等によるものであります。

純資産の部は、5億65百万円となり、前事業年度末に比べ26百万円減少いたしました。これは、利益剰余金の

減少26百万円によるものであります。

(2）経営方針・経営戦略等

当第１四半期累計期間において、当社が定めている経営方針・経営戦略等について重要な変更はありません。

(3）事業上及び財務上の対処すべき課題

当第１四半期累計期間において、当社が対処すべき課題について重要な変更はありません。

(4）研究開発活動

当第１四半期累計期間における研究開発活動の金額は13百万円（前年同四半期比19.0％増加）であります。

なお、当第１四半期累計期間において、当社の研究開発活動の状況に重要な変更はありません。

(5）生産、受注及び販売の実績

当社の生産実績及び販売実績は、製品の出荷やお客様の検収が９月及び３月に集中することから、第２四半期

会計期間及び第４四半期会計期間の生産実績及び販売実績の割合が高くなる傾向があり、四半期会計期間毎の生

産実績及び販売実績に季節的変動があります。

 

 

３【経営上の重要な契約等】

当第１四半期会計期間において、経営上の重要な契約等の決定または締結等はありません。
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第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 21,200,000

計 21,200,000

 

②【発行済株式】

種類
第１四半期会計期間末現在
発行数（株）

（平成30年６月30日）

提出日現在発行数（株）
（平成30年８月10日）

上場金融商品取引所名
または登録認可金融商
品取引業協会名

内容

普通株式 6,284,944 6,284,944
東京証券取引所

市場第二部

単元株式数は、

100株であります。

計 6,284,944 6,284,944 － －

 

 

（２）【新株予約権等の状況】

①【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。

 

②【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

 

 

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

 

 

（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式総数
増減数(千株)

発行済株式総数
残高(千株)

資本金増減額
(千円)

資本金残高
(千円)

資本準備金
増減額(千円)

資本準備金
残高(千円)

平成30年４月１日～
平成30年６月30日

－ 6,284 － 500,000 － 81,886

 

 

（５）【大株主の状況】

当四半期会計期間は第１四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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（６）【議決権の状況】

当第１四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないた

め、記載することができないことから、直前の基準日（平成30年３月31日）に基づく株主名簿による記載を

しております。

①【発行済株式】

平成30年６月30日現在
 

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等） 普通株式 　　　100 － －

完全議決権株式（その他） 普通株式 6,283,600 62,836 －

単元未満株式 普通株式 　　1,244 － －

発行済株式総数 6,284,944 － －

総株主の議決権 － 62,836 －

（注）「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式60株が含まれております。

 

②【自己株式等】

平成30年６月30日現在
 

所有者の氏名又は名称 所有者の住所
自己名義所有
株式数（株）

他人名義所有
株式数（株）

所有株式数の
合計（株）

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％）

図研エルミック株式会社
神奈川県横浜市港北区

新横浜三丁目１番１号
100 － 100 0.00

計 － 100 － 100 0.00

 

 

２【役員の状況】

該当事項はありません。
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第４【経理の状況】

１．四半期財務諸表の作成方法について
当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令第63

号）に基づいて作成しております。

 

２．監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第１四半期会計期間（平成30年４月１日から平成30

年６月30日まで）及び第１四半期累計期間（平成30年４月１日から平成30年６月30日まで）に係る四半期財務諸表に

ついて、EY新日本有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。

なお、新日本有限責任監査法人は平成30年７月１日付をもって名称をEY新日本有限責任監査法人に変更しておりま

す。

 

３．四半期連結財務諸表について
当社は子会社がありませんので、四半期連結財務諸表を作成しておりません。

 

EDINET提出書類

図研エルミック株式会社(E05106)

四半期報告書

 6/11



１【四半期財務諸表】

（１）【四半期貸借対照表】

  （単位：千円）

 
前事業年度

(平成30年３月31日)
当第１四半期会計期間
(平成30年６月30日)

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 381,833 463,945

受取手形及び売掛金 279,845 125,035

商品及び製品 4,839 4,039

仕掛品 2,787 8,813

原材料 560 548

前払費用 36,197 63,233

その他 1,828 2,762

貸倒引当金 △100 △100

流動資産合計 707,792 668,278

固定資産   

有形固定資産 7,654 8,434

無形固定資産 30,436 29,258

投資その他の資産   

投資有価証券 3,500 3,500

長期前払費用 480 －

繰延税金資産 21,809 32,729

その他 5,087 5,087

貸倒引当金 △1,850 △1,850

投資その他の資産合計 29,027 39,467

固定資産合計 67,117 77,159

資産合計 774,909 745,438

負債の部   

流動負債   

買掛金 30,682 11,557

未払法人税等 11,950 3,228

前受収益 53,944 83,240

賞与引当金 35,944 17,887

製品保証引当金 7,940 7,022

その他 29,933 44,392

流動負債合計 170,396 167,328

固定負債   

長期前受収益 1,776 1,671

退職給付引当金 2,729 2,729

その他 8,552 8,584

固定負債合計 13,058 12,985

負債合計 183,454 180,314

純資産の部   

株主資本   

資本金 500,000 500,000

資本剰余金 135,998 135,998

利益剰余金 △44,452 △70,783

自己株式 △91 △91

株主資本合計 591,454 565,124

純資産合計 591,454 565,124

負債純資産合計 774,909 745,438
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（２）【四半期損益計算書】

【第１四半期累計期間】

  （単位：千円）

 
前第１四半期累計期間
(自　平成29年４月１日
　至　平成29年６月30日)

当第１四半期累計期間
(自　平成30年４月１日
　至　平成30年６月30日)

売上高 ※ 171,593 ※ 131,015

売上原価 82,292 65,493

売上総利益 89,300 65,522

販売費及び一般管理費 102,059 101,891

営業損失（△） △12,758 △36,369

営業外収益   

受取利息 0 0

受取手数料 88 67

為替差益 － 62

その他 2 －

営業外収益合計 90 129

営業外費用   

支払利息 14 28

為替差損 10 －

営業外費用合計 24 28

経常損失（△） △12,693 △36,268

特別損失   

固定資産除却損 58 －

特別損失合計 58 －

税引前四半期純損失（△） △12,751 △36,268

法人税、住民税及び事業税 984 982

法人税等調整額 △12 △10,920

法人税等合計 972 △9,937

四半期純損失（△） △13,724 △26,330
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【注記事項】

（四半期損益計算書関係）

※　売上高の季節的変動

前第１四半期累計期間（自　平成29年４月１日　　至　平成29年６月30日）及び当第１四半期累計期間（自　

平成30年４月１日　　至　平成30年６月30日）

当社では、製品の出荷やお客様の検収が９月及び３月に集中することから、第２四半期会計期間及び第４四半

期会計期間の売上高及び営業利益の割合が高くなる傾向があり、四半期会計期間毎の業績に季節的変動がありま

す。

 

 

（四半期キャッシュ・フロー計算書関係）

当第１四半期累計期間に係る四半期キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第１四半期累計

期間に係る減価償却費（無形固定資産に係る償却費を含む。）は、次のとおりであります。

 
前第１四半期累計期間

（自　平成29年４月１日
至　平成29年６月30日）

当第１四半期累計期間
（自　平成30年４月１日
至　平成30年６月30日）

減価償却費 4,366千円 3,766千円

 

 

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ　前第１四半期累計期間（自　平成29年４月１日　　至　平成29年６月30日）

報告セグメントごとの売上高及び利益または損失の金額に関する情報

当社は、通信ミドルウェア事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

 

Ⅱ　当第１四半期累計期間（自　平成30年４月１日　　至　平成30年６月30日）

報告セグメントごとの売上高及び利益または損失の金額に関する情報

当社は、通信ミドルウェア事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

 

 

（１株当たり情報）

１株当たり四半期純損失及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前第１四半期累計期間

（自　平成29年４月１日
至　平成29年６月30日）

当第１四半期累計期間
（自　平成30年４月１日
至　平成30年６月30日）

１株当たり四半期純損失 2円18銭 4円19銭

（算定上の基礎）   

四半期純損失（千円） 13,724 26,330

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る四半期純損失（千円） 13,724 26,330

普通株式の期中平均株式数（千株） 6,284 6,284

（注）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、１株当たり四半期純損失であり、また、潜在株式が存在し

ないため記載しておりません。

 

 

（重要な後発事象）

該当事項はありません。

 

 

２【その他】

該当事項はありません。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書  

 

平成30年８月10日

図研エルミック株式会社

取 締 役 会　御 中

 

EY新日本有限責任監査法人

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 伊藤　恭治　　印

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 林　　美岐　　印

 

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている図研エルミック

株式会社の平成30年４月１日から平成31年３月31日までの第42期事業年度の第１四半期会計期間（平成30年４月１日から

平成30年６月30日まで）及び第１四半期累計期間（平成30年４月１日から平成30年６月30日まで）に係る四半期財務諸

表、すなわち、四半期貸借対照表、四半期損益計算書及び注記について四半期レビューを行った。

四半期財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して四半期財務諸表を

作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期財務諸表を作成し適正に

表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期財務諸表に対する結論

を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四

半期レビューを行った。

四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質

問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認

められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

監査人の結論

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められ

る四半期財務諸表の作成基準に準拠して、図研エルミック株式会社の平成30年６月30日現在の財政状態及び同日をもって

終了する第１四半期累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められ

なかった。

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以　上

 

（注）１．上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報告

書提出会社）が別途保管しております。

２．ＸＢＲＬデータは四半期レビューの対象には含まれておりません。
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